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○
内
閣
府
令
第

号

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
七
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
証
券
取
引
法

第
七
十
九
条
の
三
又
は
第
百
十
六
条
に
規
定
す
る
最
終
の
価
格
が
な
い
場
合
に
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
定
め
る
内
閣
府
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

証
券
取
引
法
第
七
十
九
条
の
三
又
は
第
百
十
六
条
に
規
定
す
る
最
終
の
価
格
が
な
い
場
合
に
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

を
定
め
る
内
閣
府
令

証
券
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
価
格
と
す
る
。

一

有
価
証
券
の
売
付
け
等
又
は
有
価
証
券
の
買
付
け
等
が
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
、
店
頭
売
買
有
価
証

券
（
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
有
価
証
券
を
い
う
。
）
若
し
く
は
取
扱
有
価
証
券
（
法
第
四
十

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
取
扱
有
価
証
券
を
い
う
。
）
（
以
下
「
上
場
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
売
付
け
そ
の
他
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の
有
償
の
譲
渡
若
し
く
は
買
付
け
そ
の
他
の
有
償
の
譲
受
け
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
又
は
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取

引
の
場
合

有
価
証
券
の
売
付
け
等
又
は
有
価
証
券
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等

に
関
す
る
重
要
事
実
の
公
表
が
さ
れ
た
日
又
は
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
等
の
実
施
に
関
す
る
事

実
若
し
く
は
公
開
買
付
け
等
の
中
止
に
関
す
る
事
実
の
公
表
が
さ
れ
た
日
（
以
下
「
重
要
事
実
等
公
表
日
」
と
い
う
。
）
の

翌
日
後
に
お
け
る
直
近
に
証
券
取
引
所
又
は
証
券
業
協
会
が
公
表
し
た
価
格

二

有
価
証
券
の
売
付
け
等
又
は
有
価
証
券
の
買
付
け
等
が
上
場
有
価
証
券
等
以
外
の
有
価
証
券
（
以
下
「
未
上
場
有
価
証
券

」
と
い
う
。
）
の
売
付
け
そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
若
し
く
は
買
付
け
そ
の
他
の
有
償
の
譲
受
け
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引

、
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
又
は
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
場

合

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
価
格

イ

未
上
場
有
価
証
券
の
売
付
け
そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
又
は
買
付
け
そ
の
他
の
有
償
の
譲
受
け
の
場
合

特
定
有
価
証
券

等
（
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
株
券
等
（
法
第
百
六
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
上
場
有
価
証
券
等
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
き
証
券

取
引
所
又
は
証
券
業
協
会
が
公
表
し
た
重
要
事
実
等
公
表
日
の
翌
日
に
お
け
る
最
終
の
価
格
（
当
該
最
終
価
格
が
な
い
場
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合
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
け
る
直
近
に
証
券
取
引
所
又
は
証
券
業
協
会
が
公
表
し
た
価
格
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
基
づ
き
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
価
格
。
た
だ
し
、
当
該
未
上
場
有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
買
付
け
が
有
価

証
券
市
場
で
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
未
上
場
有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
買
付
け
が
行
わ
れ
た
銘
柄
の
取
引
が
当
該
有
価

証
券
市
場
に
お
い
て
著
し
く
少
な
い
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
当
該
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る

価
格
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
重
要
事
実
等
公
表
日
の
翌
日

に
お
け
る
最
終
価
格
（
当
該
最
終
価
格
が
な
い
場
合
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
け
る
直
近
の
価
格
）

ロ

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
又
は
有
価
証
券
店

頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
場
合

特
定
有
価
証
券
等
若
し
く
は
株
券
等
で
あ
っ
て
上
場
有
価
証
券
等
に
該
当
す
る
も
の

又
は
特
定
有
価
証
券
等
若
し
く
は
株
券
等
に
係
る
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
若
し
く
は
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に

該
当
す
る
も
の
に
つ
き
証
券
取
引
所
又
は
証
券
業
協
会
が
公
表
し
た
重
要
事
実
等
公
表
日
の
翌
日
に
お
け
る
最
終
の
価
格

に
基
づ
き
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
価
格

附

則

こ
の
府
令
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
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四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


